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行政委員会事務局長 福井 浩 

行政委員会事務局は、選挙管理委員会、監査委員、

公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会

の５つの事務局を所管しており、その委員会等の役割

は全て異なっています。行政委員会事務局といたしま

しては、各委員会等に関する調査研究や知識の拡充に

努め、各委員会等の事務の適正かつ効率的な執行を補

助してまいります。 

 

 

 

① 選挙の適正かつ円滑な執行 

② 農地の有効利用と適正管理 

 

 

 

選挙管理委員会は、選挙事務が適正かつ円滑に執行できるよう努めるととも

に、投票しやすい環境づくりや選挙啓発活動に取り組んでまいります。 

 

監査委員は、例月出納検査、決算審査等を通じ、公正で合理的かつ能率的な

行政運営の確保に努めます。 

 

公平委員会は、職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保証するため、職

員の不利益処分に対する不服申立てや勤務条件についての措置の要求等に対し、

迅速かつ公正中立な立場の審査を実施します。 

 

農業委員会は、農地パトロール等により遊休農地の発生防止と解消に努める

とともに、関係機関との連携により地域農業の振興を図ります。 

 

固定資産評価審査委員会は、審査申出等に対し、迅速かつ適正な審査を実施

します。 

行政委員会事務局長 部長マニフェスト 

私の思い 

重点目標 

部の施策概要 



重点課題 ① 

 

 

 

 

 民主政治の根幹となる選挙を適正かつ円滑に執行することにより、有権者の

意思が正しく反映された社会の実現を目指します。 

 

 

 

１ 明るい選挙推進協議会と連携した選挙啓発活動及び期日前投票制度の周知

活動（・街頭啓発・啓発広告・啓発ポスター等の掲示など）を行います。   

２ 投票所の投票環境及び投開票に関する事務の再検討を行い、執行体制の整

備を図ります。 

 

 

 

１ 投票率の向上に努めます。 

２ 投票所のバリアフリー化を推進します。 

３ 投開票事務に関する執行上の問題点を 0 にします。 

 

 

 

参議院議員選挙及び市議会議員選挙を適正かつ円滑に執行します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選挙の適正かつ円滑な執行    

戦略課題の目標 

施策推進上の目標 

アウトプット 

アウトカム 



重点課題 ② 

 

 

 

 

 農地の有効利用及び適正管理により、農地の保全を図るとともに地域農業の

振興に努めます。 

 

 

 

１ 農業委員会による農業パトロールを市内全域で実施し、耕作放棄地及び遊

休農地の土地所有者等への指導を行います。 

２ 実行組合や農業協同組合との協力のもと、農地所有者への農地利用に関す

る意向調査を実施します。 

 

 

 

１ 耕作放棄地及び遊休農地の解消に努めます。 

２ 意欲ある農業の担い手等への農地の斡旋を図ります。 

 

 

 

農地の保全及び効率的な利用を促進します。 

 

 

 

 

 

 

農地の有効利用と適正管理 

戦略課題の目標 

施策推進上の目標 

アウトプット 

アウトカム 


